
 

 

ＳＡＧＡ２０２４飲料水衛生対策実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、「ＳＡＧＡ２０２４環境衛生対策要項」に基づき、ＳＡＧ 

Ａ２０２４実行委員会（以下「県委員会」という。）及び会場地市町準備（実

行）委員会（以下「会場地委員会」という。）が、相互に連携を図り、佐賀県

及び関係市町が実施する飲料水衛生対策に関して必要な事項を定めるものと

する。 

 

２ 基本方針 

（１）県委員会及び会場地委員会（以下「県・会場地委員会」という。）は、両

大会における飲料水衛生確保に向けて、佐賀県健康福祉部生活衛生課（以下

「県生活衛生課」という。）、保健福祉事務所及び市水道担当課（以下「市担

当課」という。）に対し、当該宿泊施設の両大会における選手・監督、役員、

視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」

という。）が利用する宿泊施設、開・閉会式会場及び競技・練習会場の水道施

設情報を提供し、飲料水衛生対策の実施を依頼する。 

（２）県生活衛生課、保健福祉事務所及び市担当課は、県・会場地委員会の依頼

に基づき、飲料水衛生対策を推進する。 

 

３ 実施内容 

  保健福祉事務所及び市担当課は、県・会場地委員会と連携し、県生活衛生課

及び関係団体の協力を得て、大会参加者等が利用する宿泊施設、開・閉会式会

場及び競技・練習会場の飲料水の衛生が確保されるように、次により監視・指

導を実施する。 

（１）対象施設 

両大会参加者が利用する施設等に給水する次の水道施設等とする。 

 

水 道 施 設 等 実 施 主 体 

ア 上水道、簡易水道 県保健福祉事務所 

イ 専用水道 

（町分）県保健福祉事務所 

（市分）市担当課 

ウ 簡易専用水道 

エ 小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸 

 

オ 臨時給水設備（両大会会場内に臨時的に設置する

給水車及び給水タンク等の飲料水供給設備等） 

令和５年２月６日 
第８回宿泊・医事・衛生専門委員会決定 



 
 

（２）対象施設等の把握方法等 

   県生活衛生課、保健福祉事務所及び市担当課は、以下のア～エにより県・

会場地委員会から提出される「飲料水衛生対策対象施設一覧表（様式第１

号）」（以下「一覧表」という。）等により、対象水道施設等を把握する。 

  ア 営業宿泊施設及び転用施設等 

    県・会場地委員会は、営業宿泊施設のリスト及び「転用施設等使用届

出書」を令和 5 年（2023 年）9 月末日までに管轄の保健福祉事務所及び

市担当課に提出する。 

  イ 開・閉会式会場及び競技・練習会場 

    県・会場地委員会は、一覧表を令和 5 年（2023 年）9 月末日までに管轄

の保健福祉事務所及び市担当課に提出する。 

   （それ以降に追加・変更した場合には、速やかに追加・変更内容を提出す

る。） 

  ウ 臨時給水設備 

    県・会場地委員会は、一覧表を両大会開催のおおむね６ヶ月前までに、

管轄の保健福祉事務所及び市担当課に提出する。 

（それ以降に追加・変更した場合には，速やかに追加・変更内容を提出す

る。） 

  エ 共通 

    会場地委員会は、管轄の保健福祉事務所及び市担当課に提出した一覧

表の写しを県委員会に提出し、県委員会は、各会場地委員会分をとりまと

めの上、県生活衛生課に提出する。 

    なお、県生活衛生課は、県委員会から提出された一覧表等により県外施

設を把握し、当該施設を管轄する自治体に監視・指導を依頼する。 

（３）監視・指導の実施 

   保健福祉事務所及び市担当課は、県・会場地委員会と連携し、県生活衛生

課の協力を得て次表を目標に監視・指導を実施する。 

   なお、各年度において、対象施設を把握する前に以下に掲げる内容を含ん

だ指導を実施している場合は、把握後に改めて指導することを要しない。 

    

    対 象 施 設 

 

    目 標 立 入 回 数      

   大 会 前 

2023年～開催年度  

 大会期間中 

 

ア 上水道、簡易水道          

    １～２回 

         

 

       

必要に応じて 

 

 

イ 専用水道 

ウ 簡易専用水道 

エ 小規模水道、小規模貯水槽水道、

飲用井戸 

オ 臨時給水設備          必要に応じて           



 
 

ア 上水道・簡易水道 

    保健福祉事務所は、水道事業者に対し、水道法に基づき、定期的な水質

検査の実施、塩素設備の点検、塩素消毒等の日常点検等の徹底及び健康診

断（検便）の実施状況確認を中心に給水の安全等に関する指導を行う。 

    監視・指導の結果、設備等に不備が認められた場合には、水道法等の関

係法令に基づき、必要な措置を講ずる。  

  イ 専用水道 

    保健福祉事務所又は市担当課は、設置者又は管理者に対し、水道法に基

づき、定期的な水質検査の実施、塩素設備の点検、塩素消毒等の日常点検

等の徹底及び健康診断（検便）の実施状況確認を中心に給水の安全等に関

する指導を行う。  

    監視・指導の結果、設備等に不備が認められた場合には、水道法等の関

係法令に基づき、必要な措置を講ずる。 

  ウ 簡易専用水道 

    保健福祉事務所又は市担当課は、設置者又は管理者に対し、水道法等に

基づき日常点検等の徹底を指導する。 

    監視・指導の結果、設備等に不備が認められた場合には、水道法等の関

係法令に基づき、必要な措置を講ずる。 

  エ 小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸 

    保健福祉事務所又は市担当課は、設置者又は管理者に対し、小規模水道

については、佐賀県小規模水道条例（市においては各市条例）に、小規模

貯水槽水道及び飲用井戸については、飲用井戸等衛生管理要領などに基

づき定期的に点検が実施された井戸の使用等について指導する。 

    なお、水質検査の実施及び水質基準への適合が確認されていない施設

については、県・会場地委員会等と協力し、当該施設の管理者又は設置者

に対し、水質検査の実施、基準不適合の原因の究明及び改善を指導する。 

  オ 臨時給水設備 

    保健福祉事務所又は市担当課は、必要に応じて設置者である県・会場地

委員会に対し、水質検査の実施、基準不適合の原因の究明及び改善を指導

する。 

    なお、設置に関して、県・会場地委員会は、必要に応じて保健福祉事務

所又は市担当課と事前に協議を行う。 

 

４ 実施報告 

（１）保健福祉事務所は、この実施要領に基づく飲料水の監視・指導の実施結果

について、2023 年度（令和５年度）は年度末までに、2024 年度（当年度）

は両大会が開会する２週間前までに「水道施設等の監視・指導実施結果報告

書（様式第２号）」により県生活衛生課へ報告する。 



 
 

   また、両大会開催前までに飲料水の衛生確保が困難であると判断された施

設等について、概要を県生活衛生課に報告する。 

（２）保健福祉事務所より報告を受けた県生活衛生課は、監視・指導の実施結果

を 2023 年度（令和５年度）は年度終了後速やかに、2024 年度（当年度）は

両大会が開会する１週間前までに県委員会に情報提供する。 

（３）市担当課は、この実施要領に基づく飲料水の監視・指導の実施結果につい

て、2023 年度（令和５年度）は年度末までに、2024 年度（当年度）は両大

会が開会する２週間前までに「水道施設等の監視・指導実施結果報告書（様

式第３号）」により会場地委員会に報告する。報告を受けた会場地委員会は

県委員会に報告を行い、県委員会は県生活衛生課に情報提供する。 

 

５ 事故発生時の給水体制 

  県・会場地委員会等は、選手等が利用する施設の設置者及び水道事業者等と

連携して、断減水時の事故に対応するための給水体制を確立する。 

 

６ その他 

  この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は県委員会と県生活衛生課

が協議の上、別に定めるものとする。 



                  　　　　年　　　　月　　　　日

提出者

◎　提出先は所在地を管轄する保健所であるが、対象施設に専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道、もしくは飲用井戸等を含む場合は記入例(専用水道等・飲用井戸等)を参考に市担当課にも提出すること。

検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。

9

4

5

※３ 簡易専用水道又は小規模受水槽と記入すること。監視・指導対象施設が専用水道の場合であって、貯水槽がある場合は、「貯水槽」と記入すること。

※５ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。

上水道、簡易水道、専用水道については、その施設の名称を付して記入し、その他については、貯水槽水道、飲用井戸、臨時給水設備等を記入すること。また、対象施設等区分ごとに一行記入すること。
※２ 貯水槽水道の場合は、その水源となる上水道、簡易水道又は専用水道を名称を付して記入し、その他の水源の場合は記入不要。
※１

※４

（記入上の注意）

7

8

10

施設名称 所在地

6

1

2

3

実行委員会事務局長

　                               保健所長　　様

番号

施設概要 利用予定 監視・指導対象施設等

利用
人数

利用期間
対象施設等

※1
種類
※３

様式第１号

飲料水衛生対策対象施設一覧表

水源種類
※２

有効容量

（m
3
）

　　    　            　 　 　  市(町)長　 　様　

不適
項目

施設管理者等 利用団体
対応
※５

受水槽の概要 水質検査

定期清掃 定期検査 実施日
未実施項目

※４



                  　　　　令和○年○月○日

                      ○○保健所長　　様

提出者

△△市○-○-○　　　 △△市○○課 ●●競技開催施設 300
9月○日～
10月○日

△△市水道 - - - - - - - - -

△△市○-○-○　　　 △△市○○課 ●●競技開催施設 300
9月○日～
10月○日

△△市**
簡易水道

- - - - - - - - -

△△市○-○-○　　　 （株）□□ ●●県■■選手団 30
9月○日～
10月○日

××専用水
道

地下水 貯水槽 5 H29.12.15 - H29.12.15 ○ - -

△△市○-○-○　　　 ××（株） ▲▲県◆◆選手団 20
9月○日～
10月○日

貯水槽水道 △△市水道 簡易専用水道 15 H29.5.29 H29.5.30 H29.5.29 ○ - -

△△市○-○-○　　　 △△市○○課 ●■競技開催施設 200
9月○日～
10月○日

××専用水
道

地下水 貯水槽 7 H29.12.20 - H29.12.20 ○ - -

△△市○-○-○
①設置場所
②タンク設置日

△△市○○課 ●◆競技開催施設 200
9月○日～
10月○日

臨時給水設
備

給水車
△△市水道

給水タンク 2 - - - - - -

◎　提出先は所在地を管轄する保健所であるが、対象施設に専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道、もしくは飲用井戸等を含む場合は記入例(専用水道等・飲用井戸等)を参考に市担当課にも提出すること。

※５ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。

※２ 貯水槽水道の場合は、その水源となる上水道、簡易水道又は専用水道を名称を付して記入し、その他の水源の場合は記入不要。
※３ 簡易専用水道又は小規模受水槽と記入すること。監視・指導対象施設が専用水道の場合であって、貯水槽がある場合は、「貯水槽」と記入すること。
※４ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。

9

10

（記入上の注意）
※１ 上水道、簡易水道、専用水道については、その施設の名称を付して記入し、その他については、貯水槽水道、飲用井戸、臨時給水設備等を記入すること。また、対象施設等区分ごとに一行記入すること。

6 □□競技場

7

8

3 ○○ホテル

4 ××旅館

5 □□競技場

未実施項目
※４

不適
項目

対応
※５

1 △△市体育館

2 ○○体育館

水源種類
※２

種類
※３

有効容量

（m
3
）

所在地 施設管理者等 利用団体
利用
人数

利用期間
対象施設等

※1

番号

施設概要 利用予定 監視・指導対象施設等 受水槽の概要 水質検査

施設名称 定期清掃 定期検査 実施日

様式第１号

飲料水衛生対策対象施設一覧表【記入例】

△△市
実行委員会事務局長

「給水タンク」設置の場合には、①設置場所詳細 と
➁施設タンク設置日を記載すること。

「給水車」「給水タンク」の場合にも記入すること。

※定期検査欄は法定検査はなくとも類似の検査

点検の実施日について記入



                  　　　　年　　　　月　　　　日

提出者

△△市○-○-○　　　 （株）□□ ●●県■■選手団 30
9月○日～
10月○日

××専用水
道

地下水 貯水槽 5 H29.12.15 - H29.12.15 ○ - -

△△市○-○-○　　　 ××（株） ▲▲県◆◆選手団 20
9月○日～
10月○日

貯水槽水道 △△市水道 簡易専用水道 15 H29.5.29 H29.5.30 H29.5.29 ○ - -

○○市○-○-○ ○○（株） ■■県▲▲選手団 15
9月○日～
11月○日

貯水槽水道 小規模貯水槽 7 H29.12.20 - H29.12.22 ○ - -

◎　提出先は所在地を管轄する保健所であるが、対象施設に専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道、もしくは飲用井戸等を含む場合は記入例(専用水道等・飲用井戸等)を参考に市担当課にも提出すること。

※５ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。

※２ 貯水槽水道の場合は、その水源となる上水道、簡易水道又は専用水道を名称を付して記入し、その他の水源の場合は記入不要。
※３ 簡易専用水道又は小規模受水槽と記入すること。監視・指導対象施設が専用水道の場合であって、貯水槽がある場合は、「貯水槽」と記入すること。
※４ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。

9

10

（記入上の注意）
※１ 上水道、簡易水道、専用水道については、その施設の名称を付して記入し、その他については、貯水槽水道、飲用井戸、臨時給水設備等を記入すること。また、対象施設等区分ごとに一行記入すること。

6

7

8

3 △△旅館

4

5

未実施項目
※４

不適
項目

対応
※５

1 ○○ホテル

2 ××旅館

水源種類
※２

種類
※３

有効容量

（m
3
）

所在地 施設管理者等 利用団体
利用
人数

利用期間
対象施設等

※1

番号

施設概要 利用予定 監視・指導対象施設等 受水槽の概要 水質検査

施設名称 定期清掃 定期検査 実施日

様式第１号

飲料水衛生対策対象施設一覧表【記入例】

                   △△市(町）長　　様

△△市
実行委員会事務局長



年　　　　月　　　　日

　生活衛生課長　様

清掃日
結果
※２

実施日
未実施項目

※３
不適項目 対応※４ 実施日

結果
※５

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

（記入上の注意）
※１ 対象施設等区分は、上水道・簡易水道の場合は「ア」、専用水道の場合は「イ」、簡易専用水道の場合は「ウ」、小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸等の場合は「エ」、臨時給水設備の場合は「オ」と記入すること。
※２ 受水槽清掃後の簡易水質検査において、何も問題がなかった場合は「○」を、それ以外は「×」と記入すること。
※３ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。
※４ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。
※５ 立入検査の結果、何も問題がなかった場合「○」を、それ以外は「×」を記入すること。
※６ 受水槽清掃後簡易水質検査及び立入検査の結果が「×」であったものについて、その概要を記入すること。
※７ 行が不足する場合は適宜追加すること。

保健所名

様式第２号

立入検査対象施設
等区分
※１

実行委員会名称
受水槽

番号 備考※６

監視・指導実施結果報告書

施設名称
水質検査



年　　　　月　　　　日

　生活衛生課長　様

清掃日
結果
※２

実施日
未実施項目

※３
不適項目 対応※４ 実施日

結果
※５

1 ○○上水道 ア ○ - R6.1.15 ○

2 ○○体育館 ウ H29.12.5 ○ ○ 塩素酸
劣化した塩素剤を
交換

R6.1.15 ○ ○○市立会で実施

3 △△競技場 エ H29.12.10 ○ ○ 一般細菌
減菌機を設置し適
合を確認

R6.1.29 ○ △△市と共同で実施

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

（記入上の注意）
※１ 対象施設等区分は、上水道・簡易水道の場合は「ア」、専用水道の場合は「イ」、簡易専用水道の場合は「ウ」、小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸等の場合は「エ」、臨時給水設備の場合は「オ」と記入すること。
※２ 受水槽清掃後の簡易水質検査において、何も問題がなかった場合は「○」を、それ以外は「×」と記入すること。
※３ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。
※４ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。
※５ 立入検査の結果、何も問題がなかった場合「○」を、それ以外は「×」を記入すること。
※６ 受水槽清掃後簡易水質検査及び立入検査の結果が「×」であったものについて、その概要を記入すること。
※７ 行が不足する場合は適宜追加すること。

立入検査
備考※６

○○市実行委員会

△△市実行委員会

様式第２号

監視・指導実施結果報告書【記入例】

保健所名 ○○保健所

番号 実行委員会名称 施設名称
対象施設
等区分
※１

受水槽 水質検査



様式第３号

年　　　　月　　　　日

　　　　　　　会場地実行委員会事務局長　　様

清掃日
結果
※２

実施日
未実施項目

※３
不適項目 対応※４ 実施日

結果
※５

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

（記入上の注意）
※１ 対象施設等区分は，専用水道の場合は「ア」，簡易専用水道の場合は「イ」，小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸等の場合は「ウ」と記入すること。
※２ 受水槽清掃後の簡易水質検査において，何も問題がなかった場合は「○」を，それ以外は「×」と記入すること。
※３ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。
※４ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。
※５ 立入検査の結果，何も問題がなかった場合「○」を，それ以外は「×」を記入すること。
※６ 受水槽清掃後簡易水質検査及び立入検査の結果が「×」であったものについて，その概要を記入すること。
※７ 行が不足する場合は適宜追加すること。

　　　市/町

　　　　　課

監視・指導実施結果報告書

番号 備考※６施設名称
水質検査 立入検査対象施設

等区分
※１

受水槽



様式第３号

年　　　　月　　　　日

　　　　　　　会場地実行委員会事務局長　　様

清掃日
結果
※２

実施日
未実施項目

※３
不適項目 対応※４ 実施日

結果
※５

1 ○○体育館 ウ H29.12.5 ○ ○ 塩素酸
劣化した塩素剤を
交換

R6.1.15 ○

2 △△競技場 エ H29.12.10 ○ ○ 一般細菌
減菌機を設置し適
合を確認

R6.1.29 ○

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

（記入上の注意）
※１ 対象施設等区分は，専用水道の場合は「ア」，簡易専用水道の場合は「イ」，小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸等の場合は「ウ」と記入すること。
※２ 受水槽清掃後の簡易水質検査において、何も問題がなかった場合は「○」を、それ以外は「×」と記入すること。
※３ 検査が必要であるが、未実施の項目があればその項目名を、無ければ「○」を記入すること。
※４ 水質検査の結果、水質基準を超過した項目について、どのような対策を取ったかを記入すること。
※５ 立入検査の結果、何も問題がなかった場合「○」を、それ以外は「×」を記入すること。
※６ 受水槽清掃後簡易水質検査及び立入検査の結果が「×」であったものについて、その概要を記入すること。
※７ 行が不足する場合は適宜追加すること。

備考※６

監視・指導実施結果報告書【記入例】

　　　市/町
○○市担当課

　　　　　課

番号 施設名称
対象施設
等区分
※１

受水槽 水質検査 立入検査


